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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年２月８日開催の取締役会において、株主優待制度について下記のとおり変更するこ

とを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

この度、当社はより多くの株主様に当社株式を継続して長期的に保有いただくことを目的として、

株主の皆様への利益還元策及び株主優待制度を総合的に見直しした結果、平成30年3月末より株主

優待の贈呈基準を一部変更させていただくことといたしました。なお、優待内容の変更はございま

せん。 

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を頂き、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

２．変更の内容 

①変更前 

毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元（100株）以上を保有する

株主様を対象といたします。 

②変更後 

毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元（100株）以上を1年以上継

続保有する株主様を対象といたします。 

注1）「1年以上継続保有」とは、毎年3月31日の株主名簿に記載または記録され、かつ同一の

株主番号で前年3月31日および前年9月30日と連続して記載または記録されていることと

します。 

注2）贈呈する図書カードの金額は、1年以上継続保有された株主様の当年3月31日の保有株式

数を基準といたします。 

注3）保有期間1年未満の株主様への株主優待の贈呈はございません。 

注4）次の事項に該当する場合は株主番号が変更となる可能性がありますのでご注意ください。 

なお、株主番号の変更の有無については、株式をお預けの証券会社にお問い合わせくだ

さい。 

①株式の名義人が変更となった場合 

・相続 

・証券会社の貸株サービスを利用した場合など 

②保有株式のすべてを売却し、買い戻した場合 

・お預けの証券会社を変更した場合 

・保有株式を一般口座からNISA口座に切り替えた場合など 

 

３．変更実施時期及び対象者 

平成30年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より、変更後の株主優待制度を

適用させていただきます。 

以 上 


